
 御船小防災マニュアル

 【大規模地震が発生した場合の対応マニュアル　①授業中】

    

 校　 長 教職員 児　童 
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地震発生

第１次避難 
 【運動場へ】

火災・ 土砂 崩れ・ガ

ス爆発 ・津 波等が危

険なと き又 は、天候

により 児童 に負担が

かかる場合

第２次避難 
【指定場所へ】 

 預かり・留め置き

保護者に連絡

学校災害対策本

部設置

 
校長は校長室で指揮
全校避難の指示 

 ・校内放送
・停電時はハンド
　マイク等で伝達

総括本部

 
・負傷者等の救出 
・応急手当 
・地域医療救護拠点、

　病院等の医療機関と

　の連携

救出・救急医

療班

 
・初期消火 
・できるだけ多くの職

　員で応援 
・理科室の薬品からの

　発火に注意 
・施設被害状況調査 
・安全確認、危険箇所

　の立ち入り禁止措置

消火・安全点

検班

 
・地域防災拠点避難
　場所の開設支援 
  〔本校体育館〕

住民対応・避難

場所支援班

・教育委員会への
 　連絡

・町災害対策本部
 　への連絡

・外部との対応

●的確な指示 
「机の下にもぐれ！」

「机の脚を持て！」

「頭を守れ！」  
●安心するような声かけ

「大丈夫、慌てるな！」

 
・避難経路・避難場所

　の安全確認 
・運動場等の安全な

　場所へ第１次避難

・的確な指示 
・防災頭巾等で頭部保

　護 
・「 おかしも」の約束 
　・おさない 
　・かけない 
　・しゃべらない 
　・もどらない 
・近隣学級が連携避

　難 
・配慮を要する児童

　への対応 
・トイレ、特別教室等

　に児童が残っていな

　いか確認

避難誘導

・人数と安否確認 
・行方不明者の捜索・

　救出 
・周囲の状況把握 
・状況により第２次避

　難

・人数と安否確認 
・児童の不安の緩和

・ 引き渡 しカード に

　より引き渡す 
・ 連絡の 付かない 児

　 童はそ のまま待 機

・机の下にもぐり、机

　の脚をしっかり持つ

・頭部を保護し、姿勢

　を低く小さくする 
・危険性のあるものの

　そばから離れる

・運動場等の安全な場

　所へ避難 
・頭部を防災頭巾等で

　保護しながら避難 
・ 「おかしも」を守る

・負傷者がいる場合

　は助け合う

・保護者とともに帰

　宅する 
・保護者と連絡が付

　かない場合は、学

　校で待機継続



 【大規模地震が発生した場合の対応マニュアル　②放課後・登下校中】

    

 校　 長 教職員 児　 童 
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被害状況確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者への引き 

　  渡し 

 

 

 

 

 

 

 

   

学校災害対策本部の設置 

 総括本部（校長・教頭）、避難誘導・安全確認班（髙崎、

仲宗根）、救出・救急医療班（上村）消火・安全点検班（中

川、一野）、住民対応・避難場所支援班（他教職員）

保護者への連絡 
 
 預 か り ・ 留 め 置 き

・町災害対策本部
 　への連絡

・教育委員会への
 　連絡

・外部との対応

・ブロック塀や自動販

　売機から離れ、また

　建物から離れ、頭部

　を保護し、安全な場

　所に身を伏せる。（ダ

　ンゴムシのポーズを

　とる）

近くの公園、空き地な

ど安全な場所に避難す

る。

学校か自宅か近い方

に避難する。 
※自宅に保護者がい

　ない場合は、学校

　に避難する。

自
　
宅

運 動 場 な

ど の 安 全

な 場 所 に

避 難 す る

帰 宅 し た

場 合 は 、

で き る だ

け 早 く 、

学 校 へ 連

絡する

保護者が留守

の場合、学校

で預かり

・保護者とともに帰宅

　する。 
・保護者と連絡が付か

　ない場合は学校で預

　かり継続

・児童の所在確認と保

　護 
・校内の児童の避難誘

　導・保護 
・通学路の児童の安否

　確認

・校内を確認 
・通学路を確認 
・避難場所を確認

・施設の被害状況調

　査 
・安全確認、危険箇

　所の立ち入り禁止

　措置 

・引き渡しカードに

　よる引き渡し 
・連絡の付かない児

　童はそのまま待機

　させる

学
　
校

地震発生


